
○鹿角市地上デジタル放送受信施設条例施行規則 

平成23年３月31日規則第３号 

  改正 

   令和４年３月16日規則第４号 

鹿角市地上デジタル放送受信施設条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鹿角市地上デジタル放送受信施設条例（平成23年鹿角市条例第２

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可） 

第２条 条例第５条第１項の規定により受信施設を使用しようとするものは、鹿角市地

上デジタル放送受信施設使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出し、その許可を

受けなければならない。許可を受けたもの（以下「使用者」という。）が、許可を受

けた事項の変更をしようとする場合も同様とする。 

２ 市長は、前項の規定により使用を許可した場合は、鹿角市地上デジタル放送受信施

設使用許可書（様式第２号）を交付する。 

（許可の取消し等） 

第３条 市長は、条例第７条第１項の規定により許可を取り消し、使用の中止又は停止

を命ずる場合は、その理由を書面で使用者に通知するものとする。ただし、緊急であ

る場合は、この限りでない。 

（使用料の徴収等） 

第４条 条例第12条第１項に規定する使用料の徴収に係る基準日は、当該年度４月１日

とする。 

２ 使用料の徴収は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法

が難しいと市長が認めたときは、納付書により納付することができる。 

３ 使用料の納期限は、毎年度４月30日（条例第12条第２項に規定する共同受信装置を

利用する場合の使用料については６月30日）とする。 

（使用料の免除） 

第４条の２ 条例第13条の規定により使用料の全部を免除することができる場合は、次

の各号のいずれかに該当するときとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく扶助を受けているとき。 

(２) 次のいずれかに該当するものが世帯に属するとき。 

ア 身体障害者手帳の交付を受けているもの 

イ 戦傷病者手帳の交付を受けているもの 

ウ 療育手帳の交付を受けているもの 

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの 

(３) 市の公共施設であるとき。 

２ 使用料の免除を受けようとするものは、鹿角市地上デジタル放送受信施設使用料免

除申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、免除を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければな

らない。ただし、第１項第３号の事由である場合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定による申請者が、市が免除の判定に必要な情報を関係機関から取得す



ることに同意している場合は、前項の書類の添付を省略することができる。 

５ 市長は、第２項の申請書を受理したときは、内容を審査し、鹿角市地上デジタル放

送受信施設使用料免除承認（不承認）通知書（様式第４号）により、申請者に通知す

る。 

（振替日） 

第５条 振替日は納期限とする。ただし、納期限の日以降に再振替を行うことができる。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（平成23年度の使用料の特例） 

２ 第４条第３項の規定にかかわらず、平成23年度の使用料の納期限は、平成23年８月

31日とする。 

附 則（令和４年３月16日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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